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インサイダー、総合取引所など 

資本市場調査部 制度調査課
に関する金商法改正案 横山 淳

2012 年金商法改正関連シリーズ 

[要約] 

 2012 年３月９日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。 

 主な改正事項としては、インサイダー取引規制の見直し、課徴金制度の見直し、いわゆる総合取

引所の実現に向けた環境整備、店頭デリバティブ規制の整備などが盛り込まれている。 

 インサイダー取引規制、課徴金制度については、公布日から１年以内の政令指定日、総合取引所

については１年６ヶ月以内の政令指定日、店頭デリバティブについては３年以内の政令指定日か

ら施行することが予定されている。 

 

金商法改正法案の国会提出 

○2012 年３月９日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」（以下、金商法改正法案という）

が国会に提出された1。 

 

○これは、2011 年 12 月にとりまとめられた金融審議会の「インサイダー取引規制に関するワーキン

グ・グループ」報告書2や、2012 年２月に公表された「総合的な取引所検討チーム取りまとめ」3な

どを踏まえて、金融商品取引法などの改正を行うものである。 

 

 

金商法改正法案のポイント 

○金商法改正法案の主なポイントをまとめると次のようになるだろう。 

 

１．インサイダー取引規制の見直し 

 ①組織再編による保有株式の承継 

  ◇合併又は会社分割（注１）による保有株式等の承継も、インサイダー取引規制の対象とする。 

  ◇合併、会社分割、事業譲渡によって保有株式等が承継される場合であっても、承継資産に占め

るその保有株式等の帳簿価額の割合が低い場合などは適用除外とする。 

                             

 

 
1 金融庁のウェブサイト（http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html）に掲載されている。 
2 金融庁のウェブサイト（http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20111215-1.html）に掲載されている。なお、拙稿「イ

ンサイダー取引規制見直しに向けたＷＧ報告」（2012 年２月９日付レポート）も参照。 
3 金融庁のウェブサイト（http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120224-2.html）参照。 
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 ②自己株式の交付 

  ◇合併等の対価としての自己株式交付（注２）を適用除外とする。 

２．課徴金制度の見直し 

 ①虚偽開示書類の提出に加担する行為に対する課徴金の適用 

  ◇発行会社等が有価証券報告書等の虚偽記載を行った場合、これに加担した外部協力者も課徴金

の対象とする。 

 ②課徴金に係る調査権限に「出頭命令」を追加 

  ◇課徴金に関する調査権限として、事件関係人・参考人に対する（質問権限等に加えて）出頭命

令権限を追加する。 

 ③不公正取引に関する課徴金の対象拡大 

  ◇金融商品取引業者等以外の者（注３）が、他人の計算で不公正取引をした場合も、課徴金の対象

とする。 

３．「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備 

 ①規制・監督 

  ◇金融商品取引法上のデリバティブ取引の原資産である「金融商品」に、一定の「商品」（注４）

を追加する。 

  ◇金融商品取引法上の「金融商品市場」において「商品関連市場デリバティブ取引」を行うこと

ができるものとする。（「総合的な取引所」は、金融商品取引法に基づき金融所管官庁が所轄。） 

  ◇「商品関連市場デリバティブ取引」のみしか行わない市場は、「金融商品市場」の定義に含ま

ない。（商品のみしか扱わない商品取引所は、商品先物取引法に基づき商品所管官庁が所轄。） 

  ◇金融所管官庁と商品所管官庁の協議・連携を図る。例えば、次の手続を整備する。 

   ―商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対する免許など

について、あらかじめ商品市場所管大臣と協議し、その同意を得なければならない。 

   ―金融商品取引所から報告を受けた商品関連市場デリバティブ取引に関する一定の事項を商品

市場所管大臣に通知。 

 ②業者規制 

  ◇商品関連市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ、代理などを第一種金融商品取引業と位置づけ

る。（証券会社が商品デリバティブ取引に参加可能。）（注５） 

  ◇金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格（商品取引参加

者）を設けることができる。 

  ◇商品関連市場デリバティブ取引の自己取引は、金融商品取引業の範囲から除外される。（ただ

し、前項とあわせて、商社、事業者等の自己取引を行う者も金融商品取引所における商品関連

市場デリバティブ取引の取引参加者となることができる。） 

  ◇商品取引参加者に対して金融所管官庁が検査権、処分権等を有する。 

 ③その他 

  ◇商品関連市場デリバティブ取引についても、従来の市場デリバティブ取引と同様の不公正取引

規制を適用する。 

４．店頭デリバティブ規制の整備（注６） 

  ◇一定の店頭デリバティブ取引（特定店頭デリバティブ取引）について、金融商品取引業者等に

対して、一定の電子取引システムの使用を義務付ける。 

  ◇前項の電子取引システムを提供する者は、その電子取引システムを使用して行われた特定店頭

デリバティブ取引について、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事

項を公表しなければならない。 

（注１）事業譲渡による保有株式等の承継は、現行法の下でもインサイダー取引規制の対象と解されている。 

（注２）組織再編の対価としての新株発行は、現行法の下でもインサイダー取引規制の対象外と解されている。 

（注３）金融商品取引業者等が他人の計算で不公正取引をした場合は、現行法の下でも課徴金の対象とされている。 
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（注４）「当面、コメ等を除く」とされている（金融庁説明資料（http://www.fsa.go.jp/common/diet/180/04/setsumei.pdf）参照）。 

（注５）商品関連市場デリバティブ取引のみを取り扱う場合、財務基準を現行の商品先物取引法と同様とすることで「商先業者も円滑に

『総合的な取引所』での取引に参加可能」とすることが予定されている（同前）。 

（注６）いわゆる清算集中、取引情報蓄積機関への報告は、2010 年改正で措置済み。 

 

 

予定される施行日 

○金商法改正法案の施行日は、次のように予定されている。 

 

１．インサイダー取引規制の見直し        ……公布日から１年以内の政令指定日 

２．課徴金制度の見直し 

３．「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備  ……公布日から１年６ヶ月以内の政令指定日 

４．店頭デリバティブ規制の整備         ……公布日から３年以内の政令指定日 

 

 

 

 


